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は じ め に 

税理士試験の受験科目として事業税を選ぶ多くの人は「事業税は、条文数も少な

いし、難解な部分も少ないことから、短期間での合格が可能である。」ということ

から受験することとしたという。 

しかし、「事業税は参考書がほとんどなく学習の方法がわからない。」「地方税

法の条文自体覚えにくい。」という声も多く耳にする。 

そこで本書は、事業税合格のために、何をいかに学習すべきか、という点に主眼

を置き、①受験上必要と思われる理論内容を設問と解答の形式で収録し、②各設問

の内容は少しでも覚えやすいように、解答の柱や文章の言い回し等工夫を凝らして

いる。受験生には、本書の有効な利用により“合格”の２字を手中にすることを心

から願うものである。 

 

〈本書の利用の仕方〉 

１．最近の事業税の試験問題をみると、単に個別論点の暗記のみでは合格は不可

能である。そのことからも各章の学習において常に事業税の体系を考えてもら

いたい。 

２．税法の学習は、条文規定の内容理解にあることから、必ず関連条文を確認し

てもらいたい。 

（本書は令和７年７月までの施行法令に準拠している。） 

ＴＡＣ税理士講座 

  

  

 

 

 

凡       例 

法  ··············  地方税法 

令  ··············  地方税法施行令 

規  ··············  地方税法施行規則 

取通  ············  地方税法の施行に関する取扱いに

ついて 

暫定措置法  ······  地方法人特別税等に関する暫定措

置法 

引   用   例 

法72の15②一  ····  地方税法第72条の15第２項第一号 

取通３  ··········  地方税法の施行に関する取扱いに

ついて 第３章 事業税 
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本書を使用する際の注意点 

１ テーマについて 

法体系の確認がしやすいように、各理論問題については、テーマごとに分

けて収録し、各テーマをページの上部に表示してあります。 

また、各理論問題は、各テーマに属する枝番号（1－1等）で表示してあり

ます。 

法令の体系的な学習（応用理論対策等）に役立ててください。 

２ ランクについて 

各理論問題について、その科目を学習する上での重要度（ランク）を、理

論問題のタイトルの横に表示してあります。 

理論学習をする際の指針としてください。 

ランクＡ …… 学習をするにあたって非常に重要度の高い理論問題 

ランクＢ …… 学習をするにあたって比較的重要度の高い理論問題 

ランクＣ …… 学習をするにあたって比較的重要度の低い理論問題 

３ 重要度について 

各理論問題の中の各項目について、その理論問題の中での重要度を、項目

のタイトルの横に表示してあります。 

理論学習をする際の指針としてください。 

◎ …… その理論問題の中で非常に重要度の高い項目 

○ …… その理論問題の中で比較的重要度の高い項目 

△ …… その理論問題の中で比較的重要度の低い項目 

４ カッコ書きについて 

本文中のカッコ書きについては、本文との区別がしやすいように文字の大

きさを小さくして収録してあります。 

まずはカッコ書きを除いて文章を確認し、その後、カッコ書きを付け足す

形で確認をすると学習しやすくなりますので、参考にしてください。 

５ 条文番号について 

各理論問題の中の各項目について、参照して頂く条文番号を表示してあり

ますが、条文番号については暗記（解答）する必要はありません。 



  

  

出版・26（理論マスタ）事業-02／目次 

（出力日時）25/7/17 16時27分 （枚数）2 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

目    次 

－v－ 

テーマ１：総  論 

１－１ 事業税の納税義務者  ············································  ２ 

１－２ 事業税の事務所又は事業所  ······································  ６ 

１－３ 事業税の非課税  ················································  ８ 

１－４ 事業税の事業年度  ··············································  10 

テーマ２：法人事業税の税額算定 

２－１ 所得割の課税標準である各事業年度の所得の算定方法  ··············  14 

２－２ 外形標準課税の対象となる法人の課税標準の算定方法  ··············  16 

２－３ 電気供給業及びガス供給業に係る収入割の課税標準の算定方法  ······  22 

２－４ 保険業及び貿易保険業に係る収入割の課税標準の算定方法  ··········  24 

２－５ 法人事業税の課税標準の特例  ····································  28 

２－６ 特定内国法人の課税標準の算定方法  ······························  30 

２－７ 課税事業と非課税事業をあわせて行う法人の課税標準の算定方法  ····  32 

２－８ 分割法人の分割基準  ············································  34 

２－９ 法人事業税の税率  ··············································  38 

テーマ３：法人事業税の手続 

３－１ 中間申告納付  ··················································  42 

３－２ 適格合併の場合の予定申告による中間申告納付  ····················  46 

３－３ 確定申告納付  ··················································  48 

３－４ 申告納付期限の延長  ············································  50 

３－５ 清算中の各事業年度の申告納付  ··································  54 

テーマ４：法人事業税の是正措置 

４－１ 期限後申告納付及び修正申告納付  ································  58 

４－２ 更正の請求  ····················································  60 

４－３ 法人税の課税標準を基準とする所得割の更正又は決定  ··············  64 

４－４ 道府県知事の調査による所得割又は収入割の更正又は決定  ··········  68 

４－５ 道府県知事の調査による付加価値割又は資本割の更正又は決定  ······  72 

４－６ 不服申立て及び訴訟  ············································  76 



  

  

出版・26（理論マスタ）事業-02／目次 

（出力日時）25/7/17 16時27分 （枚数）2 

－vi－ 

テーマ５：個人事業税の税額算定 

５－１ 個人事業税の課税客体  ··········································  78 

５－２ 個人事業税の第２種事業の範囲  ··································  82 

５－３ 個人事業税の課税標準の算定方法  ································  84 

５－４ 個人事業税の青色事業専従者等の取扱い  ··························  88 

５－５ 個人事業税の各種控除  ··········································  90 

５－６ 個人事業税の分割基準  ··········································  92 

５－７ 個人事業税の税率  ··············································  94 

テーマ６：個人事業税の手続 

６－１ 個人事業税の賦課方法  ··········································  96 

６－２ 個人事業税の徴収方法  ··········································  98 

６－３ 個人事業税の申告  ·············································  100 

テーマ７：その他 

７－１ 事業税の徴収猶予  ·············································  104 

７－２ 事業税の延滞金  ················································  108 

７－３ 事業税の加算金  ················································  112 

７－４ 税額控除  ······················································  116 

７－５ 特定寄附金税額控除  ············································  120 

 

テーマ８：過去本試験問題の分析等 

第１ 各分野の出題頻度  ················································  122 

第２ 最近の本試験問題と分析  ··········································  124 

第３ 分割法人・分割個人が前提  ········································  162 

第４ 総合・事例問題への対応パターン  ··································  164 

 

《参 考》 条文を読む上で注意すべき用語  ······························  166 

 

 



総      　　　論

テーマ１



  

  

出版・26（理論マスタ）事業-11／テーマ1 

（出力日時）25/7/17 16時20分 （枚数）12 

テーマ１ 総 論

－2－ 

   1－1 事業税の納税義務者 〔ランクＡ〕 

   

   １．法人事業税の納税義務者 重要度◎ 

(1) 国内に事務所等を設けて事業を行う法人（法72の２①） 

法人事業税は、法人の行う事業に対し、次の(4)の事業の区分に応じ、それぞ

れに定める額により事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）所在の道府

県において、その法人に課する。 

(2) 人格のない社団等（法72の２④） 

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業

又は法人課税信託の引受けを行うもの（その社団又は財団で収益事業を廃止した

ものを含む。以下「人格のない社団等」という。）は、法人とみなして、事業税を

課する。 

(3) みなし課税法人（法72の２⑤） 

法人課税信託の引受けを行う個人には、個人事業税を課するほか、法人とみ

なして、法人事業税を課する。 

(4) 課税区分（法72の２①） 

① ②から④以外の事業 

イ ロ以外の法人（外形対象法人）……付加価値割額、資本割額及び所得割

額の合算額 

ロ 公益法人等、特別法人、人格のない社団等その他一定の法人並びにこれ

ら以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下のもの又は資

本若しくは出資を有しないもの（前事業年度について外形対象法人に該当した

ものであって、払込資本の額が10億円を超えるものを除く。）  ……所得割額 

② 電気供給業（次の③の事業を除く。）、ガス供給業のうち導管ガス供給業（一

般ガス導管事業及び特定ガス導管事業をいう。）、保険業及び貿易保険業 

……収入割額 

③ 電気供給業のうち小売電気事業等（小売電気事業に準ずるものとして一定のも

のを含む。）、発電事業等（発電事業に準ずるものとして一定のものを含む。）及び

特定卸供給事業 

 イ ロ以外の法人……収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額 

 ロ 上記(4)①ロの法人……収入割額、及び所得割額の合算額 

④ ガス供給業のうち特定ガス供給業……収入割額、付加価値割額及び資本割

額の合算額 

（注）判定の時期（法72の２②） 

資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人であるかどうか等の判定

は、各事業年度終了の日（仮決算による中間申告納付にあってはその事業年度

開始の日から６月の期間の末日、清算中の各事業年度の申告納付にあっては解散の

日）の現況による。 
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   ２．個人事業税の納税義務者 重要度◎ 

(1) 国内に事務所等を設けて事業を行う個人（法72の２③） 

個人事業税は、個人の行う第１種事業、第２種事業及び第３種事業に対し、

所得を課税標準として事務所等所在の道府県において、その個人に課する。 

(2) みなし事務所等（法72の２⑦） 

個人が事務所等を設けないで行う第１種事業、第２種事業及び第３種事業に

ついては、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深い

ものをもって、事務所等とみなして、事業税を課する。 

   ３．外国法人又は外国個人の事務所等（法72の２⑥） 重要度△ 

外国法人又は外国個人の行う事業に対する事業税の適用については、恒久的施

設をもって、その事務所等とする。 

   ４．法人課税信託（法72の２の２） 重要度△ 

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、

それぞれ別の者とみなして、事業税の規定を適用する。 

   ５．実質課税の原則（法72の２の３） 重要度△ 

資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人で

あって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、

その収益に係る事業税は、その収益を享受する者に課する。 

   ６．信託財産と事業税（法72の３） 重要度△ 

信託の受益者（受益者として権利を有するものに限る。）は、その信託財産に属す

る資産及び負債を有するものとみなし、かつ、その信託財産に帰せられる収益及

び費用は、その受益者の収益及び費用とみなして、事業税を課する。 

   ７．非課税事業を行う法人又は個人（法72の４等） 重要度△ 

上記１．から３．に該当する法人又は個人であっても、非課税事業のみを行う

法人又は個人その他一定のものに該当する場合には、事業税の納税義務者とはな

らない。 
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   ８．用語の意義（法72） 重要度△ 

(1) 付加価値割……付加価値額により課する法人事業税をいう。 

(2) 資本割…………資本金等の額により課する法人事業税をいう。 

(3) 所得割…………所得により課する法人事業税をいう。 

(4) 収入割…………収入金額により課する法人事業税をいう。 
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   1－2 事業税の事務所又は事業所 〔ランクＢ〕 

   

   １．概 要（法72の２①③） 重要度△ 

事業税は、法人の行う事業並びに個人の行う第１種事業、第２種事業及び第３

種事業に対し、事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）所在の道府県にお

いて、その法人及び個人に課する。したがって、事務所等所在の道府県が事業税

の課税団体となる。 

   ２．内国法人又は内国個人の事務所等（取通１－６） 重要度○ 

(1) 意 義 

事務所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、

事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が

行われる場所をいう。 

(2) 留意点 

① 事業の必要性について 

事務所等において行われる事業は、その個人又は法人の本来の事業の取引

に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して

行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考え

られるものは、事務所等として取り扱って差し支えない。 

② 事業の継続性について 

事務所等と認められるためには、その場所で行われる事業がある程度の継

続性をもったものであることを要する。 

   ３．外国法人等の事務所等（法72の２⑥） 重要度△ 

 国内に本店又は主たる事務所等を有しない法人（以下「外国法人」という。）又

は国内に主たる事務所等を有しない個人の行う事業に対する事業税の適用につい

ては、恒久的施設をもって、その事務所等とする。 

 

   ４．恒久的施設（法72⑤、令10）             重要度△ 

次に掲げるものをいう。 

ただし、我が国が締結した租税条約において次に掲げるものと異なる定めがあ 
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る場合には、外国法人又は国内に主たる事務所等を有しない個人（以下「外国法

人等」という。）については、その条約において定められたものとする。 

(1) 国内にある支店、工場その他事業を行う次の場所 

① 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場 

② 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所 

③ その他事業を行う一定の場所 

(2) 国内にある長期建設工事現場等 

建設、据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供（以下「建設工事等」

という。）で 1 年を超えて行う場所。 

建設工事等の期間を 1 年以内にすることを主たる目的として契約を分割して

締結した場合などその他一定の場合には、建設工事等が 1 年を超えて行われる

ものであるかどうかの判定は、それらを合計した期間により判定する。  

（注）除外する場所 

外国法人等に属する物品若しくは商品又はそれらの在庫の保管、展示又は

引渡しのためにのみ使用又は保有する施設等については、それが外国法人等

の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合には、上記

(1)及び(2)に規定する場所に含まれないものとする。 

ただし、国内にある上記(1)に掲げる場所（以下、「事業を行う一定の場所」

という。）を使用し、又は保有する外国法人等が、その事業を行う一定の場所

以外の場所（以下「他の場所」という。）においても事業上の活動を行う場合に

おいて、当該他の場所が外国法人等の恒久的施設に該当するなど一定の要件

に該当するときは、適用されない。 

(3) 国内にある代理人等 

外国法人等が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他一

定の者 

   ５．個人事業税におけるみなし事務所等（法72の２⑦） 重要度△ 

個人が事務所等を設けないで行う第１種事業、第２種事業及び第３種事業につ

いては、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いもの

をもって、事務所等とみなして、事業税を課する。 
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   1－3 事業税の非課税 〔ランクＢ〕 

   

   １．概 要 重要度△ 

事業税は、原則として法人の行うすべての事業並びに個人の行う第１種事業、

第２種事業及び第３種事業に対して課されるが、一定の法人や事業等については、

その性格から課税することが適当でないため、地方税法及び条例により非課税の

規定が設けられている。 

   ２．非課税法人（法72の４①） 重要度△ 

道府県は、国及び次の法人が行う事業に対しては、事業税を課することができ

ない。 

(1) 都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区等 

(2) 地方独立行政法人 

(3) 公共法人に該当する独立行政法人 

(4) 国立大学法人等 

(5) 株式会社日本政策金融公庫等 

(6) 社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会等 

   ３．非課税事業（法72の４②③） 重要度◎ 

道府県は、次の事業に対しては、事業税を課することができない。 

(1) 林 業（取通３－２の２(1)） 

土地を利用して養苗、造林、撫育及び伐採を行う事業をいい、伐採のみを行

う事業は含まない。 

(2) 鉱物の掘採事業 

鉱物を掘採し、これを販売する事業をいう。 

(3) 農事組合法人が行う農業 

農地法の要件のすべてを満たす農事組合法人が行う農業をいう。 

   ４．非課税所得等（法72の５①②） 重要度△ 

道府県は、次の法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のも

のに対しては、事業税を課することができない。 

(1) 公益法人等に該当する独立行政法人 

(2) 日本赤十字社、医療法に規定する社会医療法人、社会福祉法人、宗教法人、
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学校法人等 

(3) 弁護士会、司法書士会、税理士会等 

(4) 法人である労働組合等 

(5) 漁船保険組合等 

(6) 市街地再開発組合等 

(7) 損害保険料率算出団体等 

(8) 管理組合法人等 

(9) 一定の地縁団体 

(10) 法人である政党等 

(11) 特定非営利活動法人 

(12) 人格のない社団等 

   ５．道府県の条例による課税免除（法６①） 重要度△ 

道府県は、公益上その他の事由により課税を不適当とする場合には、課税をし

ないことができる。 

   ６．国際運輸業の相互非課税 重要度△ 

船舶又は航空機の国際運航の事業から生ずる所得は、それぞれの属する国にお

いて統一的に課税を行うとともに、他国の国際運輸業に対しては、相互に非課税

の措置を講ずることが条約等により定められている。 
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   1－4 事業税の事業年度 〔ランクＣ〕 

   

   １．概 要 重要度△ 

法人事業税の課税標準は、法人の継続する活動を一定期間に区切りこれを単位

に計算する。この一定期間を定めたものが事業年度であり、基本的には法人税の

事業年度と同じである。 

   ２．通常の場合 重要度△ 

(1) 法令等で定めがある場合（法72の13①） 

法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約（以下「法令等」という。）に定め 

る事業年度その他これに準ずる期間（以下「事業年度等」という。）をいう。 

(2) 法令等で定めがない場合 

① 人格のない社団等以外の法人（法72の13②） 

法令等で事業年度等を定めていない法人については、法人税法の規定によ

りその法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもって、事業年度と

する。 

② 人格のない社団等（法72の13③） 

法令等で事業年度等を定めていない人格のない社団等については、法人税

法の規定によりその人格のない社団等が政府に届け出た期間、又はその年の

１月１日から12月31日までの期間をもって、事業年度とする。 

(3) １年を超える場合（法72の13④） 

上記２．(1)の期間が１年を超える場合には、その期間をその開始の日から

１年ごとに区分した各期間（最後に１年未満の期間を生じたときは、その期間）と

する。 

   ３．事業年度の特例（法72の13） 重要度△ 

次の事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、上記２．

(1)の規定にかかわらず、それぞれに定める日に終了し、これに続く事業年度は、

次の(2)又は(5)に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するもの

とする。 

(1) 内国法人が事業年度の中途において解散（合併による解散を除く。）をしたこと 

･････その解散の日 
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